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医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

を軽
かる

くしたい・・・ 

1 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

(精神
せいしん

通院
つういん

)制度
せ い ど

 

精神障がいで病院や診療所に定期的に通院するときにかかった医療費の自己負担分

の一部を公費で負担する制度です。精神障がいで支払う医療費の一部について９割を医

療保険と公費での負担を行い、自己負担が１割になります。また、所得の低い方や、継続

的な治療が必要な人には、1 ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。 

 

●対象 

精神の病気で、医療機関に通院している人 

 

● 有効期限 

１年。 

⇒更新の手続きは、有効期限の３ヶ月前から行えます。更新は申請手続きと同じです。 

 

●申請に必要なもの 

□ 保険証のコピー 

□ 年金等本人の収入がわかるもの 

□ 診断書（愛荘町福祉課、または、かかりつけの医療機関におたずねください。） 

□ 自立支援医療（精神通院）支給認定申請書(愛荘町福祉課にあります。) 

 

●申請の方法 

  町福祉課に申請に必要なものをご持参ください。 

 

●お問い合わせ先 

愛荘町役場福祉課  

ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９１ ＦＡＸ  ０７４９－４２－５８８７ 
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2 福祉
ふ く し

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

（受給券
じゅきゅうけん

/助成券
じょせいけん

） 

  ※保険適応外医療に関しては助成できません。 
 

●対象 

①精神障がい者  

精神障害者保健福祉手帳１級・２級の交付を受けていて、自立支援医療制度（精神

通院医療）を利用している方。(所得による支給制限があります。） 

  ②重度障がい者 

精神障害者保健福祉手帳 1級の保持者。(所得による支給制限があります。） 

精神障害者保健福祉手帳 2級および療育手帳 B1の 2点保持者。(所得による支給制

限があります。） 

●更新について 

年１回。 

⇒毎年７月頃に、町住民課から通知と申請書が届きます。 

●申請に必要なもの 

□ マイナ保険証や資格確認書等   

□ 精神障害者保健福祉手帳  

□ 自立支援医療受給者証（精神通院） 

□ 個人番号の確認できるもの（通知カード等） 

□ 本人確認ができるもの（運転免許証等） 

※ 町外から転入された場合は、転入時期により、前住所地の市町村で発行する課税証明

書（前年の所得額および住民税の賦課状況がわかるもの）等が必要になる事がありま

す。 

●申請の方法 

町住民課および秦荘支所へ申請に必要なものを持参のうえ、申請書を提出していた

だきます。 

●お問い合わせ先 

愛荘町役場住民課  

ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９２ ＦＡＸ  ０７４９－４２－７１１７ 
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3 医療費
いりょうひ

控除
こうじょ

 

医療費の自己負担額が年間 10 万円、または、申告される年の総所得金額等の合計金

額の５％相当額とのいずれか少ない方の金額を超えた場合、税務署に申告し、税金が課

税される所得から控除を受けることができます。 

 

●お問い合わせ先 

国税相談専用ダイヤル ＴＥＬ ０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してくだ

さい） 

 

4 高額
こうがく

療養費
りょうようひ

 

医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、申請により自己負担限度額を

超えた金額について支給されます。(自己負担額は、所得により異なります。) 

 

●申請の方法 

加入している医療保険により異なりますので、下記にお問い合せください 。 

 

●お問い合わせ先 

・国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合 

愛荘町役場住民課  

ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９２ ＦＡＸ  ０７４９－４２－７１１７ 

 

 

   ※国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の場合は各医療保険にお問い合わせく

ださい。     
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５ 医療
いりょ う

保険
ほ け ん

の選択
せんたく

について 

 町内在住の６５歳以上７５歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳１級･２級をお持ち

の方は、現在ご加入の医療保険のほかに、後期高齢者医療制度を選択していただくことが

できます。 

※保険証が変更となり、窓口負担や保険料の算定方法が変わります。詳しくは下記までお

問い合わせください。 

 

●お問い合わせ先 

愛荘町役場住民課  

ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９２ ＦＡＸ  ０７４９－４２－７１１７ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 病院にかかる大切さ・薬を飲む大切さ ＊＊＊ 

 

症状が落ち着いてくると、薬をのまなくてもいいのでは・・・と思う人が

おられます。 

 そういう時は、具合がいいから薬が不要なのではなく、薬を飲んでい

るから具合がいいのです。また、具合が悪くならないように、予防として

飲んでもらっている場合もあります。 

 また、副作用が嫌だから飲まないという人もおられますが、副作用と

病状の再燃とどちらが困るかを考えてみましょう。 

 精神疾患で慢性の経過をたどる場合は、高血圧や糖尿病と同じよ

うに、服薬による管理が必要な病気なのです。風邪のように治る、治

らないというものとは少し違います。 

 主治医の先生に相談をしながら、あせらず、ゆっくりと治療をつづけ

ましょう。 
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生活費
せいかつひ

に関
かん

する心配
しんぱい

がある・・・ 

1 障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

(障害
しょうがい

厚生
こうせい

年金
ねんきん

・障害
しょうがい

共済
きょうさい

年金
ねんきん

) 

●対象 

障害認定日（原則初診日から１年６ヵ月を経過した日）における障がいの程度が障害等級

表（精神障害者保健福祉手帳等の等級とは基準が異なります）に該当している、次のいずれかの人。 

① 国民・厚生・共済年金いずれかの被保険者期間中に初診日がある人 

② ①に該当しない場合で、２０歳前または６０歳以上６５歳未満に初診日がある人 

※年金保険料の納付要件や所得制限等により請求できない（全額または一部が支給されない）場合

があります。 

※障害認定日には障害等級表に該当しない場合でも、６５歳に達する前に障がいの程度が重くなっ

たときは、障害年金が支給されることがあります。 

 

 ●内容 

障害基礎年金は１級と２級、障害厚生年金・障害共済年金には１級から３級までありま

す。なお、障害厚生年金・障害共済年金については３級に該当しない場合であっても、障

害手当金が支給されることがあります。 

 

 

●お問い合わせ先 

日本年金機構彦根年金事務所  

ＴＥＬ ０７４９－２３－１１１２  

       ※障害共済年金の場合は、各共済組合におたずねください。 

 

     愛荘町役場住民課 

      ＴＥＬ ０７４９-４２-７６９２  ＦＡＸ ０７４９-４２-７１１７ 

      ※障害基礎年金のみ愛荘町住民課でも受付可能です。 
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２ 特別
とくべつ

障害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

制度
せ い ど

 

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい

のある人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、社会

的措置として創設されました。 

 

●対象 

①平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生 

 ②昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者（厚生年金、共済組合等の

加入者）の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり現在、障

害基礎年金１級、２級相当の障がいに該当する人。ただし、６５歳に達する日の前日ま

でに当該障がい状態に該当された方に限られます。また、給付金を受けるためには、

厚生労働大臣の認定が必要になります。 

 

  ＊障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりま
せん。老齢年金、遺族基礎年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給額相当

は支給されません。また経過的福祉手当を受給されている人は、当該手当の支給は停止され

ます。その他、所得による支給制限もあります。 

 

●お問い合わせ先 

日本年金機構彦根年金事務所 

 ＴＥＬ ０７４９－２３－１１１２  

 ※障害共済年金の場合は各共済組合にお問い合わせください。 
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３ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

 

病気・障がいなどで働くことができず、資産もなく、扶養も受けられず、生計維持困難とな

った時、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長することを目的としています。 

●最低生活基準と収入の対比 

 保護が受けられる場合  

最低生活費  

収入 保護費 

(収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護がうけられます｡)  

●保護の種類（最低生活に足りない分について単給または併給されます｡） 

  ①生活扶助・・・・衣食、光熱費など日常生活の需要を満たすために必要な費用。 

個人の年齢や世帯の人数などで決まります。 

  ②教育扶助・・・・子供が義務教育を受けるための学用品、給食費などの費用。 

  ③住宅扶助・・・・家賃、地代などの費用 

  ④医療扶助・・・・病院等の受診や薬にかかる費用。（健康保険が適用される範囲に限る） 

             一定の基準により通院にかかる移送費も対象になります。  

  ⑤介護扶助・・・・介護サービスを利用するための費用。 

  ⑥出産扶助・・・・出産にかかる費用。原則、助産制度の活用が優先されます。 

  ⑦生業扶助・・・・高等学校にかかる費用や就職するために必要となる費用。 

  ⑧葬祭扶助・・・・葬祭に必要な費用。 

 

●お問い合わせ先 

愛荘町役場福祉課 

   ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９１ ＦＡＸ  ０７４９－４２－５８８７ 

  湖東健康福祉事務所（彦根保健所) 

   ＴＥＬ ０７４９－２１－０２８２ ＦＡＸ  ０７４９－２６－７５４０ 
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４ 特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 

  対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わせ

ください。※所得による支給制限があります。 

  支給額・・・月額 30,450円 

  支給月・・・5月（2月分～4月分）、8月（5月～7月）、 

        11月（8月～10月）、2月（11月～1月） 

 

● 対象 

  著しく重度の身体・知的・発達・精神障害により、日常生活において常時特別の介護を

必要とする状態にある２０歳以上の人。 

 

● お問い合わせ先 

   愛荘町役場福祉課      ＴＥＬ ０７４９-４２-７６９１ ＦＡＸ ０７４９-４２-５８８７ 

 

５ 障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わ

せください。※所得による支給制限があります。 

支給額・・・月額 16,560円 

支給月・・・5月（2月分～4月分）、8月（5月～7月）、 

      11月（8月～10月）、2月（11月～1月） 

 

● 対象 

  重度の身体・知的・発達・精神障害により、日常生活において、常時介護を必要とする

状態の２０歳未満の人。 

 

● お問い合わせ先 

   愛荘町役場福祉課     ＴＥＬ ０７４９-４２-７６９１ ＦＡＸ ０７４９-４２-５８８７ 

 

 

 



 18 

６ 特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わ

せください。※所得による支給制限があります。 

支給額・・・1級：月額 58,450円、2級：月額 38,930円 

支給月・・・4月（12月分～3月分）、8月（4月分～7月分）、12月（8月分～11月分） 

● 対象 

  ２０歳未満の心身障がい児（中程度以上の身体・知的・発達・精神障害）を監護している

父母または養育している人。（ただし、障がいの程度によっては該当しない場合がありま

す。） 

● お問い合わせ先 

   愛荘町役場福祉課   ＴＥＬ ０７４９-４２-７６９１ ＦＡＸ ０７４９-４２-５８８７ 

 

７ 障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

 

    障害者扶養共済制度に加入している場合、心身障がい者（児）を扶養している方 

 が死亡された時などに、その障がい者（児）に１口あたり月額２０,０００円の年金が支給さ

れます。 

● 対象 

  精神に永続的な障がいのある方（統合失調症、自閉症など）。 

  将来独立自活することが困難であると認められる方。 

   ※障がいの程度によっては、ご加入いただけない場合があります。 

● お問い合わせ先 

滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課   ＴＥＬ ０７７-５２８-３５４２  

           ※パンフレットは愛荘町役場福祉課にあります。 

8 生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

 

   日常生活を送るため、または自立した生活のために一時的に必要と見込まれる費用

を貸し出します。なお、所得や障がいの程度により対象要件がありますので、事前に相

談をお願いします。 

● お問い合わせ先 

愛荘町社会福祉協議会 愛知川事務所    ＴＥＬ ０７４９-４２-７１７０ 
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障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を受けたい
う

・・・ 

1 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

障がいの程度に応じて、サービスの支給決定を受けた利用者が、事業者と契約してサー

ビスを利用することができます。 

 

●主なサービスの種類 

①日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」 

***  家庭などで利用できる「訪問系サービス」 *** 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

調理、生活必需品の買物、衣類の洗濯及び補修、住居等の掃除及び整理整頓、

その他必要な家事 

・行動援護 

常に介護が必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避の

ための援護 

・短期入所（ショートステイ） 

（自宅で）介護を行う人が病気などの場合の、短期の入所 

 

②自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」 

***  昼間に利用できる「日中活動系サービス」  *** 

・就労移行支援 

就労に向けて、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習 

・就労継続支援 

一般企業で雇用されることが困難な人で、働く場の提供や就労に必要な知識や

能力の向上のための訓練 

 

***  「居住系サービス」  *** 

・グループホーム 

就労または就労継続支援等のサービスを利用しながら、１人暮らしに慣れたり、親

から独立して生活するための援助を受ける場 
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③その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●利用料 

サービスに要する費用の 1割を負担していただきます。 

１か月当たり利用負担上限額が世帯の課税状況や利用者の収入などで設定されていま

す。 

 ・同じ世帯で、ほかにも障害福祉サービス利用者がいる場合。 

 ・利用者本人が障害福祉サービスと介護保険サービスを受けている場合。 

  合わせた利用者負担額が１か月当たり負担上限額を超えた場合、利用者の申請に 

よって、超えた金額を高額障害福祉サービス費として支給します。 

 

●障害福祉サービスの利用手続き 

福祉課へ申請  

    ①申請書  ②サービス利用計画案  ③世帯の課税状況や利用者本人の収入

状況が分かる書類を提出します。 

障害支援区分の認定調査を受けます。 

 

審査・判定  ｢障害支援区分｣が認定されます。 

 

支給量が決定、受給者証と支給決定通知書が送られます。 

 

   事業所と契約            サービスの利用開始 

・計画相談支援 

（１）障害福祉サービスの支給決定前にサービス利用計画または

障害児支援利用計画を作成 

（２）その後サービスの利用状況の検証・見直し 

・地域相談支援 

（１）住居の確保や地域での生活に移行するための相談 

（２）居宅において単身などで生活する障がい者に対して常時の

連絡体制の確保 

（３）障がいの特性によって生じた緊急の事態などについての相

談や緊急訪問 
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●申請方法 

  まずは、下記のいずれかの窓口にご相談ください。 

  

●お問い合わせ先 

 ◇ 彦愛犬地域障害者生活支援センター  「ステップあップ２１」 

    犬上郡豊郷町八目４９番地 ＴＥＬ３５－０３３３ ＦＡＸ３５－２１２３ 

 ◇ 地域生活支援センター  「まな」 

    彦根市西今町１３２８番地 ＴＥＬ２１－２１９２ ＦＡＸ２１－２１９３ 

 ◇ 愛荘町役場福祉課 

愛荘町愛知川７２番地  ＴＥＬ４２－７６９１ ＦＡＸ４２－５８８７ 

２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

障がいのある人が能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう、支援するサービスです。 

 

①移動
い ど う

支援
し え ん

 

日常生活上に必要な移動または外出(通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ

長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除く)で、原則として１日の範囲内で用務を

終えるものに限ります。 

※通院に係る移動支援については、障害福祉サービスの居宅介護（通院介助等）のサービスを利

用していただくことになります。 

 

●対象者 

精神障害者保健福祉手帳所持者  

(ただし、65歳以上で介護保険法に基づく介護サービス利用対象者は除く。) 

 

●利用料 

  サービスにかかった費用の１割を負担していただきます。 

＊ただし、生活保護世帯や非課税世帯は無料。 

＊介護タクシー（１人介護＝ヘルパー資格・２種免許所持者）利用の場合は、運転時間は算定か

ら除外し、世帯に関係なく利用者が実費で運賃をお支払いいただくこととなります。 
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●利用時間 

１か月あたりの利用上限時間を３０時間とします。 

 

②相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

 

福祉サービスや社会資源の利用、社会生活力を高めるための支援やピアカウンセリン

グ、権利の擁護や専門機関の紹介などに関する相談やアドバイスを行っています。 

●お問い合わせ先 

 ◇ 彦愛犬地域障害者生活支援センター  「ステップあップ２１」 

    犬上郡豊郷町八目４９番地 ＴＥＬ ３５－０３３３  ＦＡＸ ３５－２１２３ 

 ◇ 地域生活支援センター  「まな」 

    彦根市西今町１３２８番地 ＴＥＬ ２１－２１９２  ＦＡＸ ２１－２１９３ 

 

③地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センター
せ ん た ー

Ⅰ型
いちがた

事業
じぎょう

 

通所して、ものをつくったり、おなじ障がいがある仲間と交流を図る場を設けることで、地

域での生活の促進を図っています。 

 

●対象者 

次のいずれかに該当する人 

(1) 精神障害者保健福祉手帳を持っている  

(2) 精神障がいを事由とする障害年金を現に受けている 

(3) 自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る）を持っている 

  

●利用料 

無料。ただし、食料費、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担になります。 
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●お問い合わせ先 

 ◇ 彦愛犬地域障害者生活支援センター  「ステップあップ２１」 

    犬上郡豊郷町八目４９番地 ＴＥＬ ３５－０３３３   ＦＡＸ ３５－２１２３ 

 ◇ 地域生活支援センター  「まな」 

    彦根市西今町１３２８番地 ＴＥＬ ２１－２１９２   ＦＡＸ ２１－２１９３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦愛犬地域障害者生活支援センター  ステップあップ２１ 

 

地域生活支援センター  まな 

 

ピアゴ 

関 西
ア ー
バ ン
銀行 
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精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

について相談
そうだん

にのってほしい・・・ 

1 彦根
ひこね

公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

(ハローワーク
は ろ ー わ ー く

) 

障がい者の就職等について、専門の職員が相談・支援を行っています。 

●お問い合わせ先 

 彦根公共職業安定所 

彦根市西今町５８－３ ＴＥＬ  ０７４９－２２－２５００ 

               FAX   ０７４９－２６－５１８６ 

 

 

２  湖東
こ と う

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

就業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

                   （働き
はたらき

・暮らし
く ら し

コトー
こ と ー

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

） 
障がい者の就職や日常生活等についての相談機関、障がい者の雇用先の開拓および就

労の場の環境づくりを通して生活全般を支援しています。 

●お問い合わせ先 

彦根市大藪町 2638番地 ＴＥＬ ０７４９－２１－２２４５ 

                   FAX  ０７４９－２１－２２４６ 

 

 

３ 滋賀
し  が

障
しょう

害
がい

者
しゃ

職 業
しょくぎょう

センター
せ ん た ー

 

職業リハビリテーションの一環として、職業安定所との連携のもとに専門のカウンセラーが

配置され、就職のための相談、職業に関する能力および適正の評価、職業講習、職業準備

訓練を実施しています。また、職場適応、職場環境の改善等の相談業務も行っています。 

 

●お問い合わせ先 

草津市野村二丁目２０－５  ＴＥＬ ０７７－５６４－１６４１ 

                    FAX ０７７－５６４－１６６３ 
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断酒会
だんしゅかい

について知りたい
し

・・・ 

１ 滋賀県
し が け ん

断酒
だんしゅ

同友会
どうゆうかい

 

週１回の「断酒例会」では、自らの体験と思いを語り、聴き合い、お酒で苦しんでいるのは自

分だけではないということを悟り、共感することで断酒を継続しています。 

●お問い合わせ先 

彦根会場事務局（北見方） ＴＥＬ/ＦＡＸ ０７４９－２７－３８５２ 

 

２．Ａ Ａ
エーエ－

 

お酒をやめたいと思う人達の集まりで、週１回ミーティングをおこなっています。社会復帰や

生活支援のための相談を行っています。Ａ Ａ
エーエ－

の目的は、自分がお酒をやめ続けること、ま

だお酒に苦しんでいる人にメッセージを送り続けることです。 

●お問い合わせ先 

 ＡＡ滋賀事務局 ＴＥＬ  ０９０－３３５４－０８５０ 

ＦＡＸ  ０７７－５３７－５４４２ 

 

その他
そ の た

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

１ 愛荘町役場
あいしょうちょうやくば

 

社会復帰や生活支援のための相談を行っています。 

  ①福祉課 

●お問い合わせ先 

 愛荘町愛知川７２番地  ＴＥＬ  ０７４９－４２－７６９１ 

                    FAX  ０７４９－４２－５８８７ 

②健康推進課 

●お問い合わせ先 

  愛荘町愛知川７２番地  ＴＥＬ ０７４９－４２－４８８７ 

                    FAX ０７４９－４２－５８８７ 
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２ 彦根
ひこね

保健所
ほけんしょ 

 

診療を受けることについての相談、退院後の生活の相談のほか、専門医による「精神保

健福祉相談」「ひきこもり相談」「アルコール相談」（いずれも予約制）を行っています。 

●お問い合わせ先 

 湖東健康福祉事務所（彦根保健所）彦根市和田町４１番地   

ＴＥＬ ０７４９-２２-１７７０ 

                                            FAX ０７４９-２６-７５４０ 

 

３ 滋賀県立精神保健福祉
しがけんりつせいしんほけんふくし

センター 

精神的健康の保持増進、精神障がいの予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の促

進、自立と社会経済活動への参加の促進に向け、さまざまな事業や取り組みを行っていま

す。 

●お問い合わせ先 

 滋賀県立精神保健福祉センター 草津市笠山八丁目４－２５   

ＴＥＬ  ０７７－５６７－５０１０ 

                                         FAX  ０７７－５６６－５３７０ 

 

  

４ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

 

民生委員・児童委員は広く社会の実績に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が、

地域から選ばれて活動しています。 

相談内容に応じて適切な関係機関による支援への「つなぎ役」になります。 

 

●お問い合わせ先 

 愛荘町役場福祉課                  ＴＥＬ ０７４９－４２－７６９１ 

                                         FAX  ０７４９－４２－５８８７ 
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５ 地域
ち い き

アドボケーター（滋賀県地域相談支援員） 

 

「地域アドボケーター（滋賀県地域相談支援員）」は、自身で相談することが難しい障がい

のある方に寄り添い、相談内容を代弁することにより、障がい者の権利を擁護し、障害者差

別解消相談員につなぐ役割を担っています。お住まいの地域にかかわらず、相談しやすい

アドボケーターに相談ください。 

 

●湖東地域お問い合わせ先 

  

・障害者自立支援センター葦の舟   片岡 博   彦根市高宮町１３９３-６ 

ＴＥＬ ０９０－１４８６－６０５１ 

・彦根市                   岸田 清次  

ＴＥＬ ０７４９－２８－０２２５ 

・彦根市                   奥村 ますみ   

ＴＥＬ ０９０－１３９１－７６０２  

・多賀町                   柴田 勝義   

ＴＥＬ ０７４９－４７－１６５８ 

                                           

 

 

 


